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都 道 府 中 清 瀬 線 改 築 工 事 （ 東 京 都 小 金

井 市 本 町 三 丁 目 、 本 町 四 丁 目 、 桜 町 一

丁 目 及 び 桜 町 二 丁 目 地 内 ） に 係 る 事 業

認 定 理 由 に つ い て

第 １ 起 業 者 の 名 称 東 京 都

第 ２ 事 業 の 種 類 都 道 府 中 清 瀬 線 改 築 工 事 （ 東

京 都 小 金 井 市 本 町 三 丁 目 、 本 町 四 丁 目 、 桜 町

一 丁 目 及 び 桜 町 二 丁 目 地 内 ）

第 ３ 起 業 地

１ 収 用 の 部 分 東 京 都 小 金 井 市 本 町 三 丁 目 、

本 町 四 丁 目 、 桜 町 一 丁 目 及 び 桜 町 二 丁 目 地 内

２ 使 用 の 部 分 な し

第 ４ 事 業 の 認 定 を し た 理 由

平 成 1 6 年 ３ 月 1 1 日 に 東 京 都 か ら 申 請 の あ っ

た 都 道 府 中 清 瀬 線 改 築 工 事 （ 東 京 都 小 金 井 市
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本 町 三 丁 目 、 本 町 四 丁 目 、 桜 町 一 丁 目 及 び 桜

町 二 丁 目 地 内 ） （ 以 下 「 本 件 事 業 」 と い う 。 ）

に 関 す る 事 業 認 定 の 理 由 は 、 以 下 の と お り で

あ る 。

１ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 道 路 法 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 0

号 ） 第 ３ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 都 道 府 県 道 に 関 す

る 工 事 で あ り 、 土 地 収 用 法 第 ３ 条 第 １ 号 に 掲

げ る 道 路 法 に よ る 道 路 に 関 す る 事 業 に 該 当 す

る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0

条 第 １ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

２ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 東 京 都 小 金 井 市 本 町 三 丁 目 及
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び 本 町 四 丁 目 地 内 か ら 桜 町 一 丁 目 及 び 桜 町 二

丁 目 地 内 ま で の 延 長 7 5 8 ｍ の 区 間 （ 以 下 「 本

件 区 間 」 と い う 。 ） を 全 体 計 画 区 間 と す る 都

道 府 中 清 瀬 線 （ 以 下 「 本 路 線 」 と い う 。 ） の

改 築 工 事 で あ る と こ ろ 、 本 路 線 は 、 道 路 法 第

７ 条 の 規 定 に よ り 東 京 都 知 事 が 東 京 都 道 に 認

定 し た 路 線 で あ り 、 東 京 都 は 、 同 法 第 1 5 条 の

規 定 に よ り 本 路 線 の 道 路 管 理 者 で あ る こ と か

ら 、 本 件 事 業 を 施 行 す る 権 能 を 有 す る と 認 め

ら れ る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0

条 第 ２ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

３ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利

益 に つ い て
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本 件 事 業 は 、 本 件 区 間 に 係 る 本 路 線 の 交

通 渋 滞 の 緩 和 及 び 歩 行 者 等 の 安 全 な 交 通 の

確 保 を 目 的 と し た 道 路 構 造 令 （ 昭 和 4 5 年 政

令 第 3 2 0 号 ） 第 ４ 種 第 ２ 級 の 規 格 に 基 づ き

延 長 7 5 8 ｍ を 現 道 拡 幅 に よ り 行 う 道 路 改 築

事 業 で あ る 。

本 路 線 は 、 東 京 都 府 中 市 八 幡 町 一 丁 目 地

内 の 都 道 府 中 調 布 線 と の 交 差 点 を 起 点 と し 、

小 金 井 市 、 小 平 市 及 び 東 久 留 米 市 を 経 由 し

て 清 瀬 市 元 町 一 丁 目 地 内 の 都 道 さ い た ま 東

村 山 線 と の 交 差 点 を 終 点 と す る 全 長 1 5 . 2 ㎞

の 東 京 都 武 蔵 野 地 区 を 南 北 に 縦 走 す る 主 要

幹 線 道 路 の 一 つ で あ る 。

本 件 区 間 は 、 東 京 都 小 金 井 市 の 中 心 市 街

地 を 通 過 し て お り 、 沿 道 に 商 業 施 設 等 が 建

ち 並 び 、 １ 日 に バ ス が 8 7 6 本 、 １ 時 間 あ た
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り 最 大 7 4 本 の バ ス が 運 行 さ れ て い る 道 路 で

あ る 。 し か し な が ら 、 本 件 区 間 は 、 車 道 幅

員 が 6 . 5 ｍ 程 度 と 狭 小 で 、 停 車 帯 が 設 置 さ

れ て い な い た め 、 商 業 施 設 へ の 配 送 や 買 物

等 を す る た め の 車 両 の 停 車 及 び ７ 箇 所 の バ

ス 停 に お け る バ ス の 停 車 に よ り 交 通 渋 滞 が

発 生 し て い る 。 ま た 、 歩 道 が 設 置 さ れ て い

る も の の 幅 員 が 1 . 5 ｍ 程 度 と 狭 小 で あ る た

め 、 歩 行 者 や 自 転 車 の す れ 違 い 等 に 支 障 が

生 じ て い る 状 況 で あ る 。

起 業 者 で あ る 東 京 都 が 平 成 1 5 年 ６ 月 2 7 日

に 行 っ た 調 査 に よ る と 、 本 件 区 間 に お け る

交 通 量 は 1 1 , 5 6 8 台 ／ 日 で あ り 、 バ ス の 停 車

等 に 起 因 す る 最 大 渋 滞 長 は 2 8 0 ｍ に 達 し て

い る こ と が 確 認 さ れ て い る 。

さ ら に 、 本 件 区 間 に お い て 交 通 事 故 が 平
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成 1 1 年 か ら 平 成 1 3 年 に か け て 3 7 件 発 生 し て

い る こ と が 確 認 さ れ て い る 。

本 件 事 業 の 完 成 に よ り 、 道 路 構 造 令 で 規

定 す る 停 車 帯 及 び 自 転 車 歩 行 者 道 を 備 え た

道 路 が 整 備 さ れ る こ と か ら 、 交 通 渋 滞 の 緩

和 及 び 歩 行 者 等 の 安 全 な 交 通 が 確 保 さ れ る

も の と 認 め ら れ る 。

な お 、 本 件 事 業 は 、 昭 和 3 7 年 ７ 月 2 6 日 に

都 市 計 画 決 定 さ れ 、 平 成 元 年 ６ 月 1 6 日 に 変

更 決 定 さ れ た 小 金 井 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・

１ ３ 号 小 金 井 久 留 米 線 と 整 合 し て い る も の

で あ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り

得 ら れ る 公 共 の 利 益 は 、 相 当 程 度 存 す る と

認 め ら れ る 。

( 2 ) 申 請 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る 利 益 に つ
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い て

本 件 事 業 は 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年

法 律 第 8 1 号 ） 等 に 定 め る 環 境 影 響 評 価 の 対

象 事 業 と な っ て い な い が 、 起 業 者 で あ る 東

京 都 が 自 動 車 走 行 に よ る 騒 音 、 振 動 及 び 大

気 質 に つ い て 任 意 で 検 討 し た と こ ろ 、 環 境

基 本 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 9 1 号 ） の 規 定 に 基

づ く 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 の 基 準 値 を 下 回 る

こ と 、 振 動 規 制 法 （ 昭 和 5 1 年 法 律 第 6 4 号 ）

に 定 め る 道 路 交 通 振 動 に 係 る 要 請 限 度 の 範

囲 内 と な る こ と が 認 め ら れ る 。 ま た 、 大 気

質 に つ い て は 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 停 車

帯 が 設 置 さ れ る こ と で 交 通 渋 滞 が 緩 和 さ れ 、

本 件 区 間 を 通 過 す る 車 両 の 旅 行 速 度 が 向 上

す る こ と で 二 酸 化 窒 素 及 び 浮 遊 粒 子 状 物 質

等 が 軽 減 さ れ る こ と 等 か ら 、 現 状 よ り 悪 化
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し な い こ と 等 が 認 め ら れ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り

失 わ れ る 利 益 は 軽 微 で あ る と 認 め ら れ る 。

( 3 ) 比 較 衡 量

( 1 ) で 述 べ た 得 ら れ る 公 共 の 利 益 と ( 2 ) で

述 べ た 失 わ れ る 利 益 を 比 較 衡 量 し た 結 果 、

本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益

が 失 わ れ る 利 益 に 優 越 す る と 認 め ら れ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用

法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ

れ る 。

４ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 を 早 期 に 施 行 す る 必 要 性

本 件 事 業 は 、 ３ ( 1 ) で 述 べ た よ う に 、 本

件 区 間 に お い て 、 交 通 渋 滞 が 発 生 し 、 歩 行
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者 等 の 安 全 な 交 通 に 支 障 を 来 し て い る こ と

か ら 、 早 期 に 交 通 渋 滞 の 緩 和 及 び 歩 行 者 等

の 安 全 な 交 通 の 確 保 を 図 る 必 要 が あ る と 認

め ら れ る 。

ま た 、 本 路 線 は 、 東 京 都 が 平 成 元 年 1 2 月

に 策 定 し た 「 多 摩 地 域 都 市 計 画 道 路 基 本 計

画 」 に お い て 、 緊 急 に 事 業 に 着 手 す る 路 線

と し て 位 置 付 け ら れ て い る と と も に 、 地 元

か ら も 本 路 線 の 早 期 拡 幅 整 備 の 要 望 が あ る 。

さ ら に 、 本 路 線 は 、 東 京 都 が 平 成 ８ 年 に

策 定 し た 「 東 京 都 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 、

本 路 線 の 全 線 が 震 災 時 に お い て 応 急 対 策 の

中 枢 を 担 う 東 京 都 本 庁 舎 、 区 市 町 村 庁 舎 そ

の 他 重 要 な 施 設 間 を 連 絡 す る 輸 送 路 で あ る

第 一 次 緊 急 輸 送 道 路 に 指 定 さ れ て お り 、 震

災 時 に お け る 緊 急 輸 送 道 路 と し て の 役 割 を
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担 う 道 路 と し て 位 置 付 け ら れ て い る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 を 早 期 に 施 行

す る 必 要 性 は 高 い も の と 認 め ら れ る 。

( 2 ) 起 業 地 の 範 囲 及 び 収 用 又 は 使 用 の 別 の 合

理 性

本 件 事 業 に 係 る 起 業 地 の 範 囲 は 、 道 路 構

造 令 等 に 定 め る 規 格 に 基 づ き 必 要 な 範 囲 で

あ る と 認 め ら れ る 。

ま た 、 収 用 の 範 囲 は 、 本 件 事 業 の 用 に 恒

久 的 に 供 さ れ る も の で あ る こ と か ら 、 収 用

又 は 使 用 の 別 に つ い て も 合 理 的 で あ る と 認

め ら れ る 。

し た が っ て 本 件 事 業 は 、 土 地 を 収 用 す る 公

益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る た め 、 土 地 収

用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ
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れ る 。

５ 結 論

以 上 の と お り 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第

2 0 条 各 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る た め 、

同 条 の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 の 認 定 を す る も の

で あ る 。

第 ５ 土 地 収 用 法 第 2 6 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

図 面 の 縦 覧 場 所 東 京 都 小 金 井 市 役 所


